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御庁顕害事件について、原告第日準備番街対する反論を、必要事な範聞にで

次のとおり述べQo

l 本学が本件得点調整を組織的に実施したという事業はないこと

( 1 )原管らの主張が第三者委員会報告舎における指摘事項に反すること

原告らは、本件入試の「一連の手続きが、全体として違法な lイ閣の不法

行為Jであるとの主張に関連しで、原告ら第 3準備書簡第2‘2及び問 3

において、本学が本件得点調獲を組織的に実施した旨‘縫々主張する。

しかしながら、本学が本件得点調整合組織的に実施した事実はな〈、被

告子第3準備奇襲町第 1.2(2) (2~3Jn において述べたとおり、第三

者委員会報管舎においても本学が組織的に紫焔したどの指摘はない。

原告らは、原告ら第日準備著書簡第 2. 3 (2) (5JlO において、 「産量

代の学畏が…属性欄繋u:'各委員会lと秘密裡lとしていたということはおよそ

ありえなしリと主張するが、第三者委員会報告書は、 「その他の入試委員

が属性調整が行われていたと認識していたものとほ認定し難いJと明確に

指摘しているのであって(第三者委員会第三次調査報告書第 4. 1 

(4 ) ・5頁。甲 4) 、原管らの主張は、第三者委員会報管舎における指

摘事項に反ずるものである。

( 2 )入荷委員会について

さらに、原告らは、 「入試委員会において入試結果を丹念に検討するこ

とで、女子よりも男子が優先しているとは一見しではわからないよう、巧

妙に係数告と調整しJ (原告ら第 3準備著書簡第 2. 3 (お)ア(キ) ・7

頁)とした上で、 「入試委員会が「属性調繋Jを含む入学者選抜体制の構

築・導入及び実施に大学の組織として関与してきたこよとは明らかJ (問

(ケ) ・7頁)と主張寸る。
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しかしながら、第三者勢魚会報告書においても、入試委員会が、 i属性調

霊祭の具体的方法について審議を行ったとの指摘はなく (そもそも、上記

( 1 )のどおり、その言認識すら「認定し難いJ~指摘している)、入執委

員会が「巧妙に係数を開設」した毒事といった原告らの主張は、明白な誤り

ある。

( 3 )教育袋員会及び教授会につい

決?と、教育委員会及び教授会について、第三向者黍員会報告書l士、その梼

成員が本件得点調整合総識していたとの指摘はなく、原告らの主張をみて

も、特に、とのような認識があったと主張ずるものではない。

JLのため、原告らの「股代の学長がー，属性調盤を各委員会に秘密機にし

いたということはおよそありえないJとの主張(原令ら第 3準備書簡第

2. 3 (日) (5]iO)は、何らの根拠を伴わない憶測に過ぎないロ

( 4 )まとめ

以上からナれば、本学が本件得点調惑をな組織的に笑施した旨の原告らの

撲は、第三者委員会報告書における指摘事項に皮十る憶測に過ぎないヤ

とが明白である。

2 原管ら第 3準備害宙第 3に対する被告の反論

( 1) r被告への入試対策の努力や費用は、無駄になったJ等の事実はない

原告ら第 3準備警団第 3における原令らの主張l士、おそらくは「受験慰

謝料Jに関するものとして、 「他大学をおE返し、議議な時間と努力、そし

て経済的負相徐被告ではない他の大学の受験勉強のために使い得たのに、

の機会a:失ったJ (悶 1(4)ヵ・ 14 、 「被告への入試対策の第

カや費用l士、無駄になったJ (問 2・14貰)等と主主張十90

しかしながら、本学の受験科目は他の私立医科大学(私立大学医学部)

と同様であり、本学受験に向けて他大学と異なる特別な準備が必要と会れ
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るものではない。

また、医学部入試では複数校受験(併願受験)が一般的であるところ、

私混医科大学(私立大学医学部)への進学を希盟する受験生は、他の私立

医科大学(私立大学医学部)を含めた「医学部受験に向けた準備」をする

ために同様の入試対策を行うのであっで、医学部省?万訴願する以上、その準

備が無駄になるものではなく、慰謝料の発生根拠になるミとはない。

( 2 )原告らが指摘する判例について

最高裁平成 21年 12月 10日判決について

原告ら l士、原告ら第 3準備書面第 3， 4 (15~16 貰)において、

最高裁平成お l年12月 10日判決の解説(別冊判例タイムズ 32母 1

4 2貿。甲 31として提出予定とのこど)が指摘する「学校選択の自肉

が侵害される典製的な場面Jに本件が該当すると主指する。

しかしながら、問解説の「学校濃択の自由が侵害される典型場面、す

なわち入学募集段階で慮偽の説明がなされたというような事案J との記

載における「成偽の税明J r士、入学後の教育内容に関十るものである

(問解説が当該筒所にで引用する裁判例はいずれも入学後の教育内容に

関するものであるα)。問解説令指摘しで、本件が「学校選択の自白が

侵害冬れる典裂的な場面Jにま察当するとの原告らの主張l土、端的に首長り

である Q

イ 大阪地裁平成 16年 10月 14日判決につい

被告第日準備書簡第 2， 2 (日) (8 ~ 9貰)において述べたとお

り、大阪地裁平成 16年 10月14日判決は、スポーツ推薦入試におい

て合格者?確約するかのような積機的な勧誘会行った事業であり、本件と

はさ説く事袋詰と主主に寸る。
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3 不合格慰鮒料に関寸Q被告の反論

原告記潟、原告 33、原告 36，原告 37&ぴ原告 38について、不合格

慰謝料授精求ずるととろ、これらの原告について、他学学饗との援額等につ

き訴えの変貫主(請求の拡張)会予定しているとのことであるので、不合格慰

謝料については、かかる訴えの変更校受けて、改めて被管の反論を行う。

以上
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